
平成28年6月22日まで

１号 キャバレー 客にダンスさせ、かつ客の接待をして客に飲食させる営業

２号 料理店、バー 客に接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業

３号 ダンス飲食店 客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業

４号 ダンスホール等 客にダンスをさせる営業（ダンス教習所を除く）

５号 低照度飲食店 客に飲食をさせる営業で、照度を１０ルクス以下として営むもの

６号 区画席飲食店
客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが５
㎡以下の客席を設けるもの

７号

パチンコ店等
遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、遊戯の結果に応じて商品を提供す
る営業

マージャン店等
まあじゃん遊技の設備を設けて、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる
営業

８号 ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備を備える店舗その他これに類
する区画を設けて、当該遊技設備により客に遊技させる営業

平成28年6月23日から

１号
キャバレー、 待合
等

客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

２号 低照度飲食店 客に飲食をさせる営業で、照度を１０ルクス以下として営むもの

３号 区画席飲食店
客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが５㎡
以下の客席を設けるもの

４号

パチンコ店等
遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、遊戯の結果に応じて商品を提供する
営業

マージャン店等
まあじゃん遊技の設備を設けて、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる
営業

５号 ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備を備える店舗その他これに類
する区画を設けて、当該遊技設備により客に遊技させる営業

風俗営業の種別


